
    福知山市浄化槽修繕費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、浄化槽の機能を維持するための緊急を要する修繕を行っ

た者に対し、予算の範囲内において福知山市浄化槽修繕費補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、福知山市補助金交付規則（昭和

２８年福知山市規則第５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 

号に定めるところによる。 

（１）浄化槽 福知山市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成元年福知山 

市告示第３６号）第２条に規定する浄化槽をいう。 

（２）修繕 浄化槽躯体、内仕切板及び担体の補充補修並びに水中ポンプ、ブ 

ロア、マンホール等の補修又は更新をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」とい

う。）は、補助金交付申請する日の属する年度の前年度において福知山市浄

化槽維持管理事業補助金交付要綱（平成１４年福知山市告示第５３号）に基

づく補助金の交付を受けている者とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、浄化

槽の修繕に係る費用（税込２，０００円以上のものに限る。）とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の交付は、補助対象者が管理する浄化槽１基につき年度中１回

を限度とし、その額は、対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、３０，０

００円を上限とする。ただし、その額に１００円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り捨てた額とする。 

（補助金交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、福知山市浄化槽修繕費

補助金交付申請書兼実績報告書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付



して市長に提出しなければならない。 

（１）領収書の写し（修繕に係る対象経費の明細が分かるもの） 

（２）写真（修繕の状況が分かるもの） 

（３）その他市長が必要と認める書類  

（申請期限）  

第７条 前条の申請は、修繕の完了した日から６０日以内に行わなければなら 

ない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りで 

ない。 

（交付の決定及び通知） 

第８条 市長は、第６条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容

を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定したときは、福知山

市浄化槽修繕費補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により、交付をし

ないと決定したときは、福知山市浄化槽修繕費補助金不交付決定通知書（別

記様式第３号）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定後、福知山市浄化槽修

繕費補助金交付請求書（別記様式第４号）による補助対象者の請求に基づ

き、補助金を交付する。 

 （補助金の返還等）  

第10条 市長は、補助対象者が不正の手段により補助金の交付を受けたとき

は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年８月１６日から施行し、令和６年４月１日から適用す 

る。 


